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1. はじめに 
 

 連載第 8 回では、監査人及び会社秘書役について解説致します 1。 

 

2. 監査人 
 

(1) 監査人の権限等 

 

 監査人(Auditor)は、日本の会社法上の監査役とは異なり、後記(3)に記載のとおり、バングラデシュで資格を有する会計士

であることが必要とされています。監査人は、会社の帳簿及び会計書類の閲覧権限のほか、貸付に係る担保の適否、取引

の適否、会社資産の売却価格、貸付等の適否に係る調査権限等を有します。また、監査人は、会社の会計書類に係る意見

を述べる報告書(監査報告書)を作成し、定時株主総会に提出しなければなりません。 

 

(2) 監査人の選任 

 

 会社は、監査人を選任することが必要とされ、監査人は、原則として、定時株主総会で選任されます。会社は、当該監査

人の選任に係る決議から 7 日以内に当該監査人に対して、選任された旨の通知を行うことが必要とされ、監査人は、当該

通知の受領から 30 日以内に、RJSC に対して、監査人選任の諾否についての届出を行うことが必要とされます。 

 監査人の任期は、次の定時株主総会までとされています。但し、次の場合を除き、監査人は、当該次の定時株主総会に

おいて再任されるものとされています。 

(i) 当該監査人が再任の資格要件(後記(3)参照)を満たさない場合 

(ii) 当該監査人が会社に対して再任を拒絶する旨書面にて通知した場合 

(iii) 当該監査人に代わり他の第三者を監査人に選任する決議又は当該監査人を再任しない旨を明示的に表示した決議

がなされた場合 

 また、会社は、監査人の死亡、能力欠如、不正行為等を理由として当該監査人を解任する決議を行うことも可能です。 

 上記にかかわらず、最初の監査人は、会社登録の日から 1 か月以内に取締役会にて選任する必要があります。当該最初

の監査人の任期は、解任等されない限り、最初の株主総会の終了時までとされています。 

 上記の手続によらず、監査人の選任が行われない場合、当局は、監査人を選任することができるとされています。 

 

(3) 監査人の資格要件 

 

 監査人は、バングラデシュで資格を有する会計士であることが必要です 2。また、当該会社の役職員、当該役職員とパート

                                                   
1  なお、連載第 1 回乃至第 7 回において定義した用語は、本稿においても同じ意味を有するものとします。 

2  法人が監査人となるには、当該法人の社員(バングラデシュで業務を行う者)の全てがバングラデシュで資格を有する会計士である

こと等が必要とされています。 

アジアニューズレター 2022 年 6 月 13 日号 

バングラデシュ: 会社法等の最新投資法制の基礎(第 8 回) 

 監査人及び会社秘書役 

mailto:m.ban@nishimura.com
https://www.nishimura.com/ja/attorney/0763.html
mailto:m.ban@nishimura.com


 

 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2022 
 

- 2 - 

ナー関係又は雇用関係にある者、当該会社に債務(1000 タカ超)を負担する者、引受資本の額面 5%を超える株式を有する

者等は、監査人に就任することができません。 

 

(4) 監査人の報酬 

 

 監査人の報酬は、原則として、株主総会の決議、又は株主総会で決定された方法により、決定されなければなりません。

但し、取締役会又は当局によって選任された監査人の報酬は、当該取締役会又は当局により決定されます。 

 

3. 会社秘書役 
 

(1) 会社秘書役の権限等 

 

 会社秘書役(Company Secretary)は、会社法上の秘書業務及びその他の事務業務を遂行する者であり、その業務を行う

ためには、バングラデシュ公認秘書役協会(Institute of Chartered Secretaries of Bangladesh)に登録されていることが必

要とされています。会社秘書役の役割、権限及び責任については、会社法上の一定の定めがありますが、主として

Chartered Secretaries Act, 2010 が会社秘書役の業務や機能を規律しています。 

 会社秘書役の主な役割や責任として、次の事項があります。 

(i) 新会社を登録するための取締役会議事録の作成 

(ii) 基本定款及び附属定款の作成 

(iii) 当局から新会社設立の承認を得るために必要な書式の作成 

(iv) 会社のコンプライアンスに関する対応 

(v) 定時株主総会の出席及びアレンジ 

(vi) 取締役会決議のアレンジ 

(vii) 株式上場のための書類の作成 

(viii) 当局への法定書類の届出等 

 

(2) 会社秘書役の選任 

 

 非公開会社においては、会社秘書役の選任は必要とされてはいないものの、コンプライアンスの観点から任意に選任する

ことも可能です。これに対して、公開会社では、会社秘書役の選任が必要とされています。 

 

(次号に続く) 

 

 

 
  

当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 
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